
東北農林専門職大学自己点検評価・ＳＤＦＤ委員会規程 
 
（趣旨） 

第１条 この規程は、東北農林専門職大学学則（令和５年10月県規則第53号）第48条の規定に基づ

き、東北農林専門職大学に設置する東北農林専門職大学自己点検評価・ＳＤＦＤ委員会（以下「委員

会」という｡）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について具体的に検討し、実施する。 
(1) 自己点検評価及び改善活動に関すること。 
(2) 認証評価に関すること。 
(3) ＡＣに関すること。 
(4) ＳＤＦＤ推進のための企画に関すること。  
(5) ＳＤＦＤ推進に係るデータ収集に関すること。  
(6) その他、自己点検評価、ＳＤＦＤに関する必要な事項。 
２ 自己点検評価、ＡＣ、認証評価については別途定める。 
（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
(1) 農業経営学科長 
(2) 森林業経営学科長 
(3) 農業経営学科の教員のうち学長が指名した者３名 
(4) 森林業経営学科の教員のうち学長が指名した者１名 
(5) 事務局長 
(6) 事務局職員のうち学長が指名した者１名 

（任命・任期） 
第４条 前条第３号、第４号及び第６号の委員は、学長が任命する。 
２ 前項の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、第３条第２号に規定する委員をもってこれに充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。 
（議事） 

第６条 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開くことができない。 
２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
（委員以外の者の出席） 

第７条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴く

ことができる。 
（部会） 

第８条 委員会に、専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため、必要に応じ、部会を置

くことができる。 
２ 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 
（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。 
（雑則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 
 

附 則 
この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



東北農林専門職大学教育課程連携協議会規程 
 
（趣旨） 

第１条 東北農林専門職大学（以下「本学」という。）は、産業界及び地域社会との連携により、教育

課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、本学学則第49条に基づき、教育課程連携協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 
（役割） 

第２条 協議会は、専門職大学設置基準の定めるところにより、次に掲げる事項を審議し、学長に意見

を述べるものとする。 
(1) 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な

事項 
(2) 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的事項及

びその実施状況の評価に関する事項 

(3) その他教育課程の編成に関する必要な事項 
（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者を構成員とし、組織する。 
(1) 学長が指名する教員その他の職員 
(2) 農林業経営学部の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による

団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験

を有する者 
(3) 地方公共団体等の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者 
(4) 臨地実務実習その他の授業科目の開設又は授業の実施において本学と協力する事業者 
(5) 本学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認める者 
（構成員の委嘱） 

第４条 協議会を構成する構成員は、学長が委嘱する。 
（任期） 

第５条 任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、構成員に欠員が生じた場合の補欠による構成員の

任期は、前任者の残任期間とする。 
（議長） 

第６条 協議会の招集、議事の進行、整理等を行う議長は、学部長をもって充てる。 
（会議） 

第７条 協議会は、議長が招集する。 
２ 協議会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立するものとする。 
３ 協議会の議事は、出席構成員の過半数により決するものとし、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
４ 議長は、必要と認めた場合、構成員以外の者を出席させることができる。 
５ 協議会は、年２回開催することを常例とし、この他に臨時で開催することができるものとする。 
（守秘義務、個人情報保護） 

第８条 構成員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、教務学生課が担当する。 
（雑則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



別記様式第７号の２ 
（用紙 日本産業規格Ａ４横型） 

 

教育課程連携協議会構成員名簿 

 

東北農林専門職大学 

  
番号 

 

 
構成員
区分 

 
関係する学部等
又は研究科等 氏  

 
  名

 
年齢 現所属及 役職名 

 
び
 

当該専門職大学等の課程に係る職業に 
関する主な経歴 

１ 教職員 農林業経営学部 小沢 亙 

 東北農林専門職大学 

農林業経営学部長 

兼農業経営学科長 

昭和63年 

平成６年 

平成７年 

平成19年 

令和５年 

令和６年 

（現在に至る） 

２ 教職員 農林業経営学部 柴田 晋吾 

 東北農林専門職大学 

農林業経営学部 

森林業経営学科長 

昭和

平成

5

2

5

5

年

年

 

 

令和４年 

令和６年 

秋田県立農業短期大学講師 

秋田県立農業短期大学助教授 

山形大学助教授 

山形大学教授 

山形県農林水産部参事 

東北農林専門職大学 

農林業経営学部長 

兼農業経営学科長

農林水産省林野庁入庁 

上智大学教授 

山形県農林水産部参事 

東北農林専門職大学 

農林業経営学部 

森林業経営学科長（現在に至る） 



３ 職業 農林業経営学部 後藤 雅喜 

山形県農業協同組合中央会 

常務理事 

昭和

平成

平成

5

2

2

9

0

1

年

年

年

 

 

 

     長

平成24年 

平成27年 

令和３年 

山形県農業協同組合中央会入職 

山形県農業協同組合中央会監査部次長 

山形県農業協同組合中央会経営企画部次 

 

山形県農業協同組合中央会経営企画部長 

山形県農業協同組合中央会参事 

山形県農業協同組合中央会常務理事 

（現在に至る） 

４ 職業 農林業経営学部 齋藤 潔 

山形県森林組合連合会 

代表理事専務 
6

3

0

1

年

年

 

 

昭和

平成

令和２年 

令和４年 

山形県職員（林業職）採用 

山形県農林水産部森林ノミクス推進課長 

山形県農林水産部参事（兼）森林ノミク

ス推進課長 

山形県森林組合連合会代表理事専務 

（現在に至る） 

５ 地域 農林業経営学部 柏倉 敏彦 

新庄市農林課長 新庄市職員採用 

新庄市農林課主事（平成

新庄市農林課主査（平成

1

2

年まで） 

年まで） 

６ 地域 農林業経営学部 児玉 史章 

農林水産省東北農政局 

企画調整室長 内閣府沖

平成元年 

 

平成20年 

令和４年 

平成14年 

令和４年 

令和６年 

0

6

新庄市農林課長（現在に至る） 

農林水産省入省 

縄総合事務局農林水産部

東北農政局企画調整室長（現在に至る）

農政課長 

 



７ 地域 農林業経営学部 田島 英樹 

林野庁東北森林管理局 

総務企画部企画調整課長 

平成

平成

2

2

3

4

年

年

 

 

     

平成29年 

     

平成31年 

令和２年 

     

令和３年 

     

令和５年 

農林水産省林野庁入庁 

林野庁北海道森林管理局森林整備部 

販売第二課生産係 

林野庁森林整備部計画課森林計画指導班 

森林計画指導第１係長 

林野庁森林整備部計画課保険企画官 

京都府農林水産部林業振興課 

課長補佐（兼）係長（木材産業係） 

京都府農林水産部森の保全推進課 

課長補佐（兼）係長（企画・計画係） 

林野庁東北森林管理局企画調整課長 

（現在に至る） 

８ 協力 農林業経営学部 平田 勝越 

有限会社山形川西産直セン

ター代表取締役社長 

平成５年 

平成12年 

平成17年 

（平成28年～ 

農業に従事 

有限会社山形川西産直センター入社 

有限会社山形川西産直センター代表取締

役社長（現在に至る） 

山形県農業法人協会会長） 

９ 協力 農林業経営学部 明石 永七 
明石農園 昭和48年 農業に従事（現在に至る）  

（令和２年～ 大江町農業委員会会長） 

１０ 協力 農林業経営学部 五十嵐 雅樹 

温海町森林組合管理課長 昭和

平成

平成

平成

6

2

2

2

3

2

4

8

年

年

年

年

 

 

 

 

令和元年 

温海町森林組合職員採用 

温海町森林組合加工係長 

温海町森林組合木材利用係長 

温海町森林組合事業課長補佐 

温海町森林組合管理課長（現在に至る） 



１１ 協力 農林業経営学部 庄司 和敏 

株式会社庄司製材所 

代表取締役 

昭和

平成

6

1

1

5

年

年

 

 

有限会社庄司製材所設立 

株式会社庄司製材所へ商号変更 

株式会社庄司製材所代表取締役 

（現在に至る） 

１２ その他 農林業経営学部 坂井 孝朗 

山形県高等学校長会 

農業水産部会長 

平成

平成

平成

平成

1

2

2

2

7

3

6

8

 

      〃

      〃

      〃

学年主任 

学習センター長 

教務課長 

   教頭 

年

年

年

年

令和元年 

令和３年 

令和４年 

令和６年 

山形県立上山明新館高等学校教諭 

       

    

       

山形県立置賜農業高等学校

山形県立上山明新館高等学校  

山形県立庄内農業高等学校

山形県立村山産業高等学校

教頭 

長 

長 

   校

   校

（現在に至る） 

１３ その他 農林業経営学部 山口 秀子 

やまがた女将会会長 昭和

平成

4

3

8

1

年

年

 

 

令和３年 

天童温泉栄屋ホテル入社 

やまがた女将会理事 

やまがた女将会会長（現在に至る） 

１４ その他 農林業経営学部 佐藤 紀子 
山形県食品産業協議会 

常務理事 

令和５年 山形県食品産業協議会常務理事 

（現在に至る） 

 


